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重
要
な
憲
法
判
断
が
示
さ
れ
た
民
事
事
件
の
記
録
の
廃
棄
に
加
え
、
令
和
4
年
に
社
会
の
耳
目
を
集
め
た
少
年
事
件
の
記
録
の
廃
棄

が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
、
最
高
裁
は
、
有
識
者
委
員
の
意
見
を
聴
取
し
つ
つ
調
査
・
検
討
を
行
い
、
令
和
5
年
5
月

に
「
裁
判
所
の
記
録
の
保
存
・
廃
棄
の
在
り
方
に
関
す
る
調
査
報
告
書
」
を
公
表
し
ま
し
た
。
調
査
報
告
書
を
踏
ま
え
、
今
後
の
記
録
の

保
存
.
廃
棄
の
適
切
な
運
用
の
確
保
に
向
け
、
同
年
1
1
月
に
「
事
件
記
録
等
の
特
別
保
存
に
関
す
る
規
則
」
が
制
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、

新
た
な
運
用
通
達
等
の
発
出
、
第
三
者
委
員
会
の
設
置
等
と
と
も
に
、
令
和
6
年
1
月
3
0
日
か
ら
新
し
い
運
用
が
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
ペ
ー
ジ
は
記
録
等
の
特
別
保
存
や
廃
棄
に
つ
い
て
の
事
務
に
有
益
な
情
報
を
集
約
し
た
コ
ン
デ
ン
ツ
で
す
。
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歴
史
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発
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こ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
問
合
せ
と
回
答
の
う
ち
、
特
に
今
後
の
事
務
処
理
に
資
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
総
論
・
各
基
準

等
の
類
型
ご
と
に
ま
と
め
、
特
別
保
存
等
に
関
す
る
規
定
の
解
釈
を
示
す
も
の
と
し
て
一
覧
に
し
た
も
の
で
す
。

令
和
6
年
7
月
9
日

凸

／
篭
も

郡
4■ 掲
載
（
更
新
）
日

標
題
等



111

－

種
別

発
出
日
等

標
題
等

事
務
連
絡

事
務
連
絡

事
務
連
絡

事
務
連
絡

別
紙
様
式

事
務
連
絡

事
務
連
絡

事
務
連
絡

事
務
連
絡

事
務
連
絡

令
和
4
年
1
0
月
2
5
日

法
行
政
文
書
の

＝
画
刀

罰
が
満
了
し
た
事
件
記
録
等
の
廃
棄
等
に
関
す
る

三
コ
今
ヨ
ー
へ
『
＝
＝
＝
f
一
日
日
ヨ
ー
ヱ
＝

令
和
4
年
1
0
月
2
5
日

に
つ
い
て

ロ

罰
が
満
了
し
た
事
件
記
録
等
の
廃

す
る
司
法
行
政
文
書
の

罰
等
の
延
長
I

等
に

こ
つ
い
て

〔
ー

廃
棄
留
保
中
の
事
件
記
録
等
の
取
扱
い
及
び
事
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場
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確
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更
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履
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更
新
日

令
和
6
年
6
月
2
7
日

履
歴「
規
則
・
規
程
・
通
達
・
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
」
の
「
新
聞
記
事
検
索
サ
ー
ビ
ス
利
用
手

順
書
」
を
改
訂
し
ま
し
た
。
改
訂
部
分
は
こ
ち
ら
の
事
務
連
絡
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

「
F
A
Q
な
ど
」
に
F
A
Q
を
掲
載
し
ま
し
た
。

日

日０
５２

月月
６５

年年
６６

和和
〈や《わ

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
、
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
記
録
の
保
存
の
在
り
方
に
関
す
る
委
員
会

の
ペ
ー
ジ
ヘ
の
リ
ン
ク
を
設
け
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
及
び
そ
の
付
録

に
つ
い
て
は
、
「
規
則
・
規
程
。
通
達
・
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
」
の
ペ
ー
ジ
八
移
動
し
ま

し
た
。

｢
保
存
期
間
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満
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し
た
事
件

｢
廃
棄
留
保
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係
」

記
録
等
の
廃
棄
等
に
関
す
る
司
法

令
和
6
年
3
月
1
8
日

I
一(
一

行
政
文
書
の
保
存
期
間
等
の
延
長
に
つ
い
て
（
事
務
連
絡
）
」
を
掲
載
し
ま
し
た
。

｢
保
存
期
間
が
満
了
し
た
執
行

記
録
等
の
廃

｢
廃
棄
留
保
関
係
」

官
の
事
務
に

令
和
6
年
2
月
2
6
日

関
す
る

I
一L

棄
留
保
の
継
続
に
つ
い
て
（
事
務
連
絡
）
」
を
掲
載
し
ま
し
た
。

令
和
4
年
1
月
か

令
和
5
年
1

令
和
6
年
2
月
1
9
日

ら
2

し
た
。
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更
新
日

令
和
6
年
2
月
5
日

履
歴

保
存
期
間
が
満
了
し
た
事
件
記
録
等
の
廃
棄
留
保
対
象
に
つ
い
て
（
事
務
連
絡
）
を
掲
載

し
ま
し
た
。

「
廃
棄
留
保
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係
」
の
コ
ン
テ
ン
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が
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ま
し
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6
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《祠一祠

I
I

（
毎
月
1
5
日
ま
で
に
報
告
を
お
願
し
ま
す
。
報
告
手
順
書
は
コ
チ
ラ
。
）

当
コ
ン
テ
ン
ツ
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
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6
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1
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‐
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マ
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マ
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事件記録等の特別保存について
裁判手続案内

裁判所が扱う事件

トップ＞裁判手続案四＞事件記録等の特別保存について

裁判の登場人物

裁判手続についてのQ&A平成31年に重要な憲法判断が示された民事事件の記録が廃棄されていたことが判明し、その後、令和4年には社会の耳

目を集めた少年事件の記録の廃棄が明らかになるなど、これらの記録の保存・廃棄をめぐる一連の問題を重く受け止め、

最高裁では、有識者委員の意見を聴取しつつ調査・検討（※1）を行い、令和5年5月に「裁判所の記録の保存・廃棄の在

り方に関する調査報告書」（以下「報告書」という。※2）を公表しました。

そして、報告書を踏まえ、将来にわたって記録の保存・廃棄の適切な運用を確保していくため、同年11月に、史料又は

参考資料となるべき事件記録等を特別保存するための根拠規定となる「事件記録等の特別保存に関する規則」（以下「新

規則」という｡）及び、これに関連する、事件記録等保存規程及び少年調査記録規程を－部改正する規程を制定するとと

もに、令和6年1月に、これら新規則等の各運用通達を発出しました。新規則等（※3）による新たな特別保存の運用は、

同月30日から開始されています。

また、国民共有の財産である歴史的、社会的な意義を有する記録を適切に特別保存に付し、後世に引き継いでいく仕組

みを構築していくためには、裁判所において自ら判断を行っていくことに加え、国民の意見や公文書管理等の専門家の知

見等も取り込んだものとしていく必要があることから、新規則に基づき、最高裁に「記録の保存の在り方に関する委員会

（※4)」を設置しました。

裁判の話題

裁判手続を利用する方へ

ﾛ ｳ 一 一 一 一 町

中￥て守喧1ヱフ晋云

オンライン手続き

後見ポータルサイト

事件記録等の特別保存について

事件記録等の特別保存に関連す

る規則・通達

各裁判所の特別保存に関する要

望の提出先等について

令和6年1月30日より前に終局

した事件の事件記録等の特別保

存について

※1 事件記録の保存・廃棄の在り方に関する有識者委員会について

※2裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書

※3 事件記録等の特別保存に関連する規則・涌捧

※4 記録の保存の存り方に関する秀員会

民事・家事分野の裁判手続にお

ける文字の取扱いについて

お知らせ

◎特別保存の要望について

各裁判所の特別保存に関する要望の提出先等はこちらがら

◎令和6年1月30日より前に終局した事件の事件記録等の特別保存について (令和6年7月18日掲戴）
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